別記様式第4号（第8条関係）
号
年　　月　　日

地域課題対応住宅使用許可（不許可）通知書

　　　　　　　　　　様

北見市長　　　　㊞

[bookmark: _GoBack]年　　月　　日付けで申請があった地域課題対応住宅の使用について、下記のとおり使用を許可（不許可）しますので、地域課題に対応した北見市公営住宅等の目的外使用事務取扱要綱（以下「要綱」という。）第８条の規定により通知します。
　なお、使用許可を受けた者は、要綱に定める事項を遵守するとともに、市公営住宅管理課及び公営住宅管理人の指示に従い、適切な使用管理に努めてください。

記
【使用許可】
	住宅（団地）名
	

	部屋番号
	

	住所
	北見市

	使用期間
	　　　　　年　　月　　日から　　　　　年　　月　　日まで

	使用目的
	

	使用料（月額）
	

	特記事項
	（１）使用料は、当月分を翌月末日までに納付すること。
（２）費用等の負担において、使用者が入居者に負担させることが妥当と判断する場合は、当該使用者と当該入居者との協議により、当該入居者に当該費用等の負担をさせて差し支えないものとする。ただし、市が当該入居者の資力等により当該費用等を入居者が負担することが難しいと認める場合（入居者の支払遅延を含む。）は、当該使用者が当該費用等を負担すること。
（３）要綱等に違反した場合は、使用許可を取り消すことがあります。


【使用不許可】
	不許可の理由
	




（教示）
1　この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、北見市長に対して審査請求をすることができます。
2 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日（前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）から6か月以内に、北見市（訴訟において北見市を代表する者は北見市長となります。）を被告として、釧路地方裁判所に決定の取消しの訴えを提起することができます。なお、決定又は裁決があったことを知った日から6か月以内であっても、決定又は裁決の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。
